
情報通信審議会 情報通信技術分科会 

放送システム委員会（第１１回） 議事概要 

 

１ 日 時 

  平成２０年１月２５日（金） １４時００分～１６時００分 

 

２ 場 所 

  総務省 第４特別会議室 

 

３ 議 題 

（１）前回議事概要の確認 

（２）難視対策用ギャップフィラーに関する技術的条件について 

①意見募集の結果 

②放送システム委員会報告（案） 

（３）衛星デジタル放送の高度化に関する技術的条件について 

①暫定方式案に関する中間報告 

（４）その他 

 

４ 出席者（順不同、敬称略） 

伊東主査（東京理科大学）、都竹主査代理（名城大学）、甲藤（早稲田大学）、 

小林（電波産業会）、野田(日本ケーブルラボ)、山田（関西学院大学） 

【説明員】太田（情報通信研究機構）、長妻、尾崎（以上、ＮＨＫアイテック）、 

田中（電波産業会） 

【事務局】奥、布施田、山口、戸田、遠藤、竹村（総務省放送技術課） 

 

５ 配付資料 

資料１１－１ 放送システム委員会（第１０回）議事概要（案） 

資料１１－２ 意見募集の結果（案） 

資料１１－３ 前回会合時の報告（案）からの修正事項 

資料１１－４ 情報通信審議会情報通信技術分科会放送システム委員会報告（案） 

資料１１－５ 答申書（案） 

資料１１－６ 高度衛星デジタル放送方式の暫定方式案に関する中間報告の概要 

資料１１－７ 高度衛星デジタル放送方式の暫定方式案に関する中間報告（案） 

 

 1 

 



６ 議事概要 

説明員の紹介、配付資料の確認を行った後、以下の審議を行った。 

 

（１）前回議事概要（案）の確認 

放送システム委員会（第１０回）議事概要（案）が了承された。 

 

（２）難視対策用ギャップフィラーに関する技術的条件について 

①意見募集の結果 

  難視対策のためのギャップフィラーに関する技術的条件に対する意見募集の結果

について事務局から報告があった。報告に対する質疑応答は以下の通り。 

○ Ｐ．２委員会の考え方（案）に「今後の施策へのご要望として承ります」とあるが、

今後、政策等に反映するという意味合いか。（小林構成員） 

→ 本委員会は技術的事項について検討する場であるため、適切な表現に訂正され

たい。（伊東主査） 

→ 当該文章（委員会の考え方（案）の下３行）を削除したい。（事務局） 

→ 了。なお、「ビルオーナー」の表現は、以前の委員会で「ギャップフィラーは

誰でも設置できるのか？」との質問があり、設置者の一例として記載したもので

ある。ビルオーナーを入れたために、今回の意見が出たのか。（伊東主査） 

→ 報告書本文Ｐ．９「受信障害対策中継放送制度」において、ビル陰、鉄塔の陰

等難視となる様々なケースが記載されている。そういった場合、原因者が対策を

行うのが基本ルールであり、ビルオーナーは設置者として排除されるものではな

いため、例示の１つとしてこのままの表現としたい。（事務局） 

→ 了解した。（伊東主査） 

 

②委員会報告（案）について 

  報告（案）の前回からの変更点、委員会報告（案）及び答申書（案）について、そ

れぞれ資料１１－３、１１－４、１１－５に基づき事務局から説明があった。説明に

対する質疑応答は以下の通り。 

○ 先ほど技術基準適合証明（以下、「技適」という。）の話があったが、技適につい

ては報告書に盛り込まないのか。また、技適の対象にするというと、今回のギャップ

フィラーの製造業者等が技術基準に適合しているか自ら確認するのか。（伊東主査） 

→ 制度作りの話であるため、通常、技適の内容は報告書内には盛り込まない。ま

た、技適には大きく分けると第三者認証制度と自己確認制度があるが、今回は、

第三者認証での技適を想定している。（事務局） 

○ 資料１１－５、Ｐ．１「３測定法 (2)占有周波数帯幅」において、全電力の０．
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５％となる周波数帯幅を測定とあるが、全電力でよいのか。地デジ等ＯＦＤＭでは全

電力の９９％のエネルギーで規定すると、両端にある相当数のキャリアが帯域外とな

ってしまうため、一番端のキャリアの９９％のエネルギーで規定しているのではなか

ったのか。（都竹構成員） 

→ 至急確認した後、事務局からメールで修正案を提示いただきたい。（伊東主査） 

 

  上記の議論の後、修正については主査、事務局に一任されることが了承された。ま

た、本日の議論以外に意見がある場合、１月２９日（火）までに事務局あて提出する

ことの事務連絡があった。 

 

（３）高度衛星デジタル放送方式の暫定方式案に関する中間報告（案）について 

  資料１１－６に基づき、高度衛星デジタル放送方式の暫定方式案に関する中間報告

（案）について、衛星放送システム作業班主任の甲藤構成員から説明があった。説明

に対する質疑応答は以下の通り。 

＜伝送路符号化＞ 

○ Ｐ．４において、「符号長（44880）をＭＰＥＧ２ ＴＳ（以下、ＴＳと略す）の整

数倍とすることによる伝送効率向上」とあるが、内符号のＬＤＰＣでＴＳの整数倍

としたのは何故か。ＴＳとのインターフェースとなる外符号でＴＳの整数倍とした

方が効率的ではないか。（都竹構成員） 

→ ＴＳが来た際のＢＣＨの処理では、異なる符号化率に合わせて処理を行い、最

終的にＬＤＰＣの段階で同じ長さ44880bitとなるようにした。異なる符号長のＬ

ＤＰＣパケットに対して、それぞれ個別のハードウェアが必要となるため、ハー

ドウェア的にはＬＤＰＣ後に一定長である方が効率がよい。（田中説明員） 

→ 無効なヌルパケットを入れて調整する必要がないため、伝送効率の向上が可能

ということか。（都竹構成員） 

→ スタッフビットのような無効データを極力少なくしようという設計思想であ

る。処理のしやすさという点に重点を置いた。（田中説明員） 

○ Ｐ．４「ＢＰＳＫからπ/2シフトＢＰＳＫへの変更」において、π/2シフトＢＰＳ

ＫはＢＰＳＫよりも占有帯域幅は狭いのか。もしくは、ＴＷＴの非線形特性によるひ

ずみの影響を受けにくいため狭く出力されるとの意味合いか。（都竹構成員） 

→ ＴＷＴでの影響を受けにくいため狭く出力されるとの意味合い。（田中説明員） 

→ そうであれば、書き方として「占有帯域幅が狭くなり、シンボルレートが増え

る」ではなく、ひずみの影響を受けにくくなるとの表現が正しい。 

資料１１－７、別添１、Ｐ．２７「各変調方式の信号点の軌跡」において、特

に非線形のＴＷＴを使うと、振幅変動が大きいと波形は大きくひずむため、それ
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を避けるために現行方式では振幅が一定の位相変調としている。（都竹構成員） 

→ 用語の使い方が適切でなかった。ＢＰＳＫでは信号点の軌跡は必ず原点を通る

ため、そのときに増幅器が非線形特性を取ると、ひずみの影響により不要なエネ

ルギーが輻射され、結果として占有帯域幅は広く測定されてしまう。それと比較

して、原点を通らないπ/2シフトＢＰＳＫであれば狭く測定されるという意味合

い。フィルタをかける前の帯域で議論をしている。実験結果としては、資料１１

－７、別添１、Ｐ．２６、図２「シミュレーション結果」の通り、今回選択した

シンボルレート（32.5941Mbaud）ではＢＰＳＫより１ＭＨｚ近く占有帯域幅が狭

い結果となった。 

なお、シンボルレートを決める際は、帯域幅が広く測定されてしまうＢＰＳＫ

よりも、より使用頻度の高い８ＰＳＫで最適値となるようなシンボルレートの値

を採用することにした。（田中説明員） 

○ 地球局のアンプと中継局のアンプでは、ひずみの特性が違うのではないか。この場

合は中継局のアンプということか。（小林構成員） 

→ 中継器のアンプの方がひずみの影響を大きく受ける。ここでは、中継器のアン

プを指している。（都竹構成員） 

○ 資料１１－７、別添１、Ｐ．２７「参考．各変調方式の信号点の軌跡（理想伝送路）」

の実験はロールオフ率０．２で行った結果か。ＴＷＴを入れると非線形特性のパラメ

ータは変化すること、また、シミュレーションでのロールオフ率が０．２で、最終的

な採用値は０．１とのことで、非線形特性によるひずみの影響が大きくなるのではな

いかと懸念している。（野田構成員） 

→ 本報告書には０．２で行った結果が記載されているが、ロールオフ率０．１と

シンボルレート32.5941Mbaudは、ＴＷＴを使用した室内実証実験により、非線形

ひずみの影響等諸々の劣化要因を考慮した上で決めた値である。また、今後の衛

星伝送実験もＴＷＴを含めた構成で行う予定である。（田中説明員） 

○ 先ほどの説明では、π/2シフトＢＰＳＫにすることで、非線形ひずみはかなり緩和

されるとのことだが、現行衛星（ロールオフ率０．３５）のバックオフと同じ値でも、

ロールオフ率０．１で運用できるのか。受信機のフィルタタップ数は増やせるように

なったが、そうすると理想コンスタレーションより膨らむ成分が増えるため、増幅器

のバックオフは余裕をもって大きく取る必要があるのではないかと懸念している。

（野田構成員） 

→ 同じバックオフで問題ないと考えている。室内実験結果より、ＢＰＳＫと８Ｐ

ＳＫに関しては、従来同様、飽和点で動作しても波形の劣化は少ないことがわか

った。この点は、今後の衛星実験でも確認する予定。（田中説明員） 

→ 位相変調のため、ひずみは少ないと考えられる。（都竹構成員） 
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○ Ｐ．４において、「パイロット信号の導入」による衛星非線形特性による受信性能

劣化の改善とあるが、効果はどのくらいか。（野田構成員） 

→ 波形ひずみの少ない８ＰＳＫでもパイロットシンボルを全部送るのか。そうす

ると、シンボルを受けてからの受信機での信号処理のやり方によって、改善度合

いは大きく変わるのではないか。（伊東主査） 

→ ８ＰＳＫでも全部送る。暫定方式用に試作機を作成して実験を行った結果、３

２ＡＰＳＫでは約１．４ｄＢ、Ｃ／Ｎを改善できた。１６ＡＰＳＫでは改善度は

若干少なくなり、８ＰＳＫではさらに少なくなるが、８ＰＳＫは飽和状態で運用

するパラメータである。（田中説明員） 

○ Ｐ．４「ロールオフ率の見直し」において、所要Ｃ／Ｎの「劣化」とは「値が大き

くなる」ということか。（伊東主査） 

→ 然り。（田中説明員） 

○ Ｐ．４、「ＴＭＣＣによる衛星中継器動作点設定情報」とは、どのような仕組みか。

（伊東主査） 

→ 同期を取る際、パイロット信号を使って信号点を判定するシステムについて先

ほど説明頂いたが、先にパイロット信号の仕組みを説明させていただきたい。資

料１１－７、別添１、Ｐ．３４、図４において、「(a)送信信号点」内の赤点が

送信信号のシンボル点であり、受信信号はトランスポンダの非線形特性により、

外側の信号点ほど位相が回転しシンボル間の距離も変化し、ガウスノイズがのっ

たコンスタレーションとなる（「(b)受信信号点（非線形通過後）」の赤点）。

そこで、パイロット信号を各スロットに入れて送信し、受信機でパイロット信号

を数秒間にわたり平均化することでガウスノイズが平均化され減少した後の信

号点情報が得られる。（「(c)パイロット平均化」の赤点）。 

その際、パイロット信号から信号点情報を抽出する処理時間中、受信機は信号

点が定まってない状態となるため、ＴＭＣＣ信号で仮のバックオフ情報を送るこ

とで、受信機で初期状態のシンボルを判定させ、初期同期までの時間を高速化し

ようとするもの。（田中説明員） 

→ 設定値は番組毎など毎回変わるものではないので、毎回送る必要はないのでは

ないか。あらかじめ受信機に組み込むことも可能ではないか。（伊東主査） 

→ ご指摘の通り毎回送る必要はない。使用する衛星が変更となった場合等、入出

力特性が変わったり、バックオフ値が変わったときに必要となる。（田中説明員） 

○ Ｐ．４、アンテナ径の記載あるが、受信点はどこを想定しているか。（小林構成員） 

→ エリアフリンジではアンテナ径を大きくしないと受からないのでは、とのご質

問の趣旨かと思うが、この径で問題ないと想定している。（田中説明員） 
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＜映像符号化＞ 

○ Ｐ．９において、現行の商用サービスで多く使われている４：２：０が含まれてな

いのはなぜか。４：２：２では輝度と色差のサンプル点総数が１：１となり、かなり

高い解像度となっている。（伊東主査） 

→ 現在は４：２：２が主に使われている。（甲藤構成員） 

○ 資料１１－７、別添２、Ｐ．２３において、ＭＰＥＧ－４ ＡＶＣハードウェアコ

ーデックの性能確認実験を行っているが、これは今回の提案とどう関係しているか。

Ｐ．２３の実験では、符号化は８ｂｉｔ、４：２：０だが、資料１１－６、Ｐ．１２

では、符号化は４：２：２となっている。（野田構成員） 

→ 入力映像のフォーマットは４：２：２で、送信フォーマットは４：２：０との

意味合い。（田中説明員） 

→ エンコーダーへの入力は４：２：２で、圧縮後のデータ構造が４：２：０とな

り、復号再生したときに補間して４：２：２にするということか。（伊東主査） 

→ 然り。（田中説明員） 

＜音声符号化＞ 

○ 資料１１－３、別添３、Ｐ．１４の実験において、リニアＰＣＭも２４ｂｉｔ量子

化で送るのか。そうすると、２４ｂｉｔ×４８ｋＨｚとかなりの情報量になってしま

う。（野田構成員） 

→ 然り。ステレオ音声では２Ｍｂｐｓ強、５．１ｃｈでは６．９Ｍｂｐｓのレー

トになる。（田中説明員） 

→ レートが大き過ぎないか。Ｈ．２６４の性能が上がっていけば、近い将来、Ｓ

ＤＴＶが３Ｍｂｐｓ以下で伝送可能になると思う。その中で、音声だけが広い帯

域を使ってよいのか、映像がＨ．２６４を導入する一方で、音声だけＰＣＭのま

まではバランスに欠ける。高度衛星方式と言うからにはロスレス符号化等の最新

技術を取り入れたい。レートが一定でないため商用サービスへの適用は困難との

話があったが、ロスレスはエントロピー符号化のためレートが一定にならないの

は当然である。（伊東主査） 

→ 決してロスレス符号化に否定的な訳ではない。ＡＬＳの圧縮率は圧縮対象によ

っても異なるが約７割である。ただし７割は平均値であって、白色雑音が多い場

合、最悪値ではＰＣＭと同じになってしまう。また、映像と音声を統合させた運

用方法もあるが、一方で、音声のみ単独に扱いたいとのニーズもあるかもしれな

い。また、技術的にロスレス音声のレートは減らせないので、映像を減らすこと

になるが、それを行うには運用上のルールを決める必要がある。（甲藤構成員） 

→ 音声単独サービスの場合、スロット数の割り当ては最悪値で割り当てることに
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なるため、ロスレスのメリットがない。しかし、現状の衛星サービスの大半が映

像を伴ったテレビサービスであることを考慮すると、それぞれを可変レートにし

てトータルでレートを一定に抑える統計多重の手法を用いればよいのではない

か。 

また、当初の衛星サービスでは映像、独立データ放送、独立音声放送とたくさ

んの事業者がサービスを開始したが、現在は帯域の狭い事業者はほぼ撤退し、大

半は映像サービスとなった。この状況を鑑みると、音声単独サービスがあるから

ロスレスは入れられない、との議論はナンセンスである。（伊東主査） 

→ ロスレスがどこで使われるかとの議論になる。ライブ放送で使った場合、発生

するビットレートの予測が難しいため適用は困難だが、録画放送であれば有効に

使える。（甲藤構成員） 

→ 音質に関しては大変シビアな人がいるのも事実。（小林構成員） 

→ そうであるからこそロスレス符号化に意味がある。ロスレスとは、文字通りロ

スが“レス”つまり、原音“そのもの”であり、リニアＰＣＭと同じ音質である。

ロスレスを原音“同等”と間違って認識してはいけない。（伊東主査） 

○ Ｐ．１５にサンプリング周波数が４８ｋＨｚとあるが、今のロスレス符号化の議論

を考慮すると、もっと高い周波数まで対応する必要があるのではないか。（都竹構成

員） 

→ ９６ｋＨｚサンプリングも検討している。（甲藤構成員） 

＜多重化＞ 

○ Ｐ．１８に「簡便な処理による受信が可能」とあるが、どのような意味合いか。（伊

東主査） 

→ データフォーマットにＴＬＶを採用することで、フォーマットが比較的簡単な

構造となるため、受信機側の処理が軽いという意味。（田中説明員） 

○ Ｐ．１８、「サーバー型放送では想定無し」とあるが、どういう意味合いか。今の

サーバー型放送の規格では想定していないサービスということか。（小林構成員） 

→ そのように理解している。（甲藤構成員） 

→ 現状はサーバー型放送が実現されていないため、このように書いても理解が得

られにくいのではないか。（小林構成員） 

→ タイプ２ではファイルのダウンロードが可能であり、かなり多種多様なサービ

スが可能である。その中で想定していないサービスとは何を指しているのか。「サ

ーバー型放送では想定無し」でなく、「新たな放送サービが可能」と書けばよい

のではないか。（伊東主査） 
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  以上の議論の後、全体への意見として以下の質疑応答があった。 

○ 暫定方式（案）は委員会として承認するものか。（小林構成員） 

→ 今回はあくまで中間のご報告をいただいたもの。今後、実験を進めて６月くら

いに答申をいただきたい。（事務局） 

○ 先日インドの方と話をしたときに、インドのテレビ放送は最低５つの言語で放送す

ると聞いた。将来の国際展開の可能性を考慮し、２ヶ国語以上の対応についても検討

を行っておくべきでないか。（小林構成員） 

→ 別添３、Ｐ．５「3 マルチリンガル音声サービス」として、ＡＡＣ＋ＳＢＲを

導入する方向で技術的検討を行っている。（田中説明員） 

→ 音声の切り替えはどこで行うのか。ヘッダ等に指定する領域があるのか。（伊

東主査） 

→ ＰＩＤあるいはＥＰＧの領域で識別するものと思う。（甲藤構成員） 

○ 今後の報告書への要望として、ロールオフ率０．１を採用するのであれば、今後の

シミュレーションは全て０．１で統一して行ってほしい。元々０．２を目標としてい

たようで、今回の報告書では一部実験を０．２で行っているが、０．１とした方が報

告書内で実験と採用値で統一性があってよい。（野田構成員） 

→ 室内実験は０．１で行っている。０．１で統一して記載するよう検討したい。

（田中説明員） 

 

（４）その他 

  事務局から以下の連絡事項があった。 

・次回委員会は、４月上旬を予定。詳細は別途連絡する。 

・難視対策用ギャップフィラーの今後の予定については、１月３１日の情報通信技術

分科会において答申をいただき、その後、答申を踏まえて制度改正を進めていく。 

・最後に、事務局を代表して奥放送技術課長からこれまでの難視対策用ギャップフィ

ラーの審議に対する謝辞が述べられた。 

 

以 上 


